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〔
判
示
事
項
〕

　

一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
取
締
役
に
任
務
懈
怠
が
あ
る
と

は
い
え
な
い

〔
参
照
条
文
〕

　

会
社
法
四
二
三
条
一
項

〔
事　

実
〕

　

平
成
二
五
年
七
月
一
九
日
、
株
式
会
社
Ｘ
（
平
成
二
七
年
一
一
月

一
一
日
ま
で
取
締
役
会
設
置
会
社
）
は
、
平
成
二
三
年
九
月
か
ら
同

二
六
年
一
二
月
二
二
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
同
社
の
全
株
式
を
有
し

て
い
た
Ａ
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
（
同
組
合
契
約
の
存
続
期
間
は

平
成
二
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
）
が
保
有
す
る
Ｂ
社
株
式
一
〇
五

〇
株
（
本
件
株
式
）
を
五
二
五
〇
万
円
で
取
得
す
る
契
約
（
本
件
株

式
取
得
契
約
）
を
締
結
し
、
平
成
二
五
年
一
二
月
三
〇
日
、
Ｂ
社
に

本
件
株
式
を
二
六
五
〇
万
円
で
売
却
す
る
契
約
（
本
件
株
式
売
却
契

約
）
を
締
結
し
た
。
平
成
二
九
年
九
月
七
日
に
至
っ
て
、
右
両
契
約

が
締
結
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
Ｘ
社
の
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｙ1

（
平
成

二
一
年
六
月
一
日
か
ら
同
二
七
年
九
月
二
五
日
ま
で
取
締
役
お
よ
び

代
表
取
締
役
）、
Ｙ2

（
平
成
二
三
年
九
月
一
日
か
ら
同
二
六
年
一
二

月
二
二
日
ま
で
取
締
役
。
平
成
二
四
年
三
月
二
〇
日
か
ら
同
二
五
年

一
二
月
二
四
日
ま
で
Ｂ
社
の
取
締
役
）、
Ｙ3

（
平
成
二
三
年
九
月
一

日
か
ら
同
二
六
年
一
二
月
二
二
日
ま
で
取
締
役
。
平
成
二
四
年
三
月

二
〇
日
か
ら
同
二
五
年
一
二
月
二
四
日
ま
で
Ｂ
社
の
取
締
役
）
お
よ

一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
取
締
役
に
任
務
懈
怠
が
あ
る

と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例

〔
商
法　

六
一
九
〕

（
東
京
高
判
令
和
元
年
九
月
二
五
日

令
元
年
ネ
第
二
〇
四
八
号
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件

金
融
・
商
事
判
例
一
六
一
三
号
四
〇
頁

）

判
例
研
究
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び
監
査
役
で
あ
っ
た
Ｙ4

（
平
成
二
三
年
九
月
二
一
日
か
ら
同
二
六
年

一
二
月
二
二
日
ま
で
監
査
役
。
平
成
二
四
年
三
月
二
〇
日
か
ら
同
二

五
年
一
二
月
二
四
日
ま
で
Ｂ
社
の
監
査
役
）
に
対
し
て
、
右
取
得
・

売
却
に
は
任
務
懈
怠
が
あ
る
と
し
て
、
同
社
が
会
社
法
四
二
三
条
一

項
に
基
づ
い
て
五
二
五
〇
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
を
提
起

し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

　

本
件
株
式
取
得
契
約
締
結
に
至
る
経
緯
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
Ａ

組
合
に
係
る
平
成
一
九
年
一
〇
月
一
八
日
付
け
投
資
事
業
有
限
責
任

組
合
契
約
は
、
同
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
で
あ
る
Ｃ
株
式
会
社

（
代
表
取
締
役
は
Ｄ
お
よ
び
Ｙ4

）
が
Ａ
組
合
の
業
務
を
遂
行
す
る
こ

と
、
Ｃ
社
が
Ａ
組
合
の
業
務
を
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
を
し
て
遂
行
さ
せ
る

こ
と
、
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
を
Ｃ
社
の
従
業
員
で
あ
る
Ｙ2

が
務
め
る
こ
と
、

Ｃ
社
は
、
投
資
の
決
定
、
投
資
の
回
収
の
決
定
、
そ
の
他
重
要
事
項

に
つ
い
て
の
内
部
機
関
と
し
て
投
資
委
員
会
を
設
け
、
同
委
員
会
の

決
議
に
従
い
業
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
た
。
Ｃ
社
は
、

平
成
二
五
年
七
月
一
一
日
、
投
資
委
員
会
（
Ｄ
、
Ｙ2

、
Ｙ3

が
委
員
で

あ
っ
た
）
に
お
い
て
、
Ｂ
社
と
Ｘ
社
と
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果
が
期
待
で

き
る
こ
と
、
出
口
戦
略
と
し
て
Ｂ
社
、
Ｘ
社
お
よ
び
関
連
会
社
を
Ｘ

社
グ
ル
ー
プ
と
し
て
一
括
売
却
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
組

合
が
保
有
す
る
本
件
株
式
を
五
二
五
〇
万
円
で
Ｘ
社
に
売
却
す
る
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
Ｙ1

は
、
前
記
決
議
後
こ
ろ
、
Ｃ

社
の
取
締
役
か
ら
本
件
株
式
を
五
二
五
〇
万
円
で
取
得
す
る
よ
う
指

示
を
受
け
た
。
Ｙ2

は
、
前
記
決
議
こ
ろ
、
Ａ
組
合
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

と
し
て
、
Ｘ
社
に
対
し
、
本
件
株
式
取
得
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
指

示
し
た
。
Ｙ1

ら
は
、
同
年
七
月
一
八
日
、
Ｙ4

が
出
席
す
る
Ｘ
社
取
締

役
会
に
お
い
て
、
本
件
株
式
取
得
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
賛
成
し
、

Ｙ4

も
こ
れ
に
同
意
し
た
。
Ｘ
社
は
、
Ａ
組
合
と
の
間
で
、
同
年
七
月

一
九
日
、
本
件
株
式
取
得
契
約
を
締
結
し
た
。
な
お
、
Ｘ
社
の
平
成

二
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
事
業
年
度

（
平
成
二
五
年
三
月
期
）
の
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
に
は
五
億

四
五
九
二
万
五
四
〇
七
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
平
成
二

七
年
七
月
一
日
の
更
生
請
求
の
際
に
、
右
純
資
産
の
部
の
額
は
三
億

六
四
〇
五
万
七
八
〇
五
円
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
）。

　

本
件
株
式
売
却
契
約
締
結
に
至
る
経
緯
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
投

資
委
員
会
と
同
じ
者
で
構
成
さ
れ
る
Ｃ
社
の
チ
ー
ム
会
議
に
お
い
て
、

平
成
二
五
年
一
一
月
一
五
日
、
本
件
株
式
に
つ
い
て
は
、
数
社
の
買

い
手
候
補
が
出
て
い
る
も
の
の
、
確
実
性
を
重
視
し
、
減
資
を
し
た

う
え
で
、
Ｂ
社
に
自
社
株
買
い
を
さ
せ
る
方
針
が
決
ま
っ
た
。
Ｙ2

は
、

右
会
議
後
、
Ａ
組
合
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
、
Ｘ
社
に
対
し
、
本

件
株
式
売
却
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
指
示
し
、
Ｙ4

も
こ
れ
に
同
意
し

た
。
Ｘ
社
は
、
同
年
一
二
月
三
〇
日
、
Ｂ
社
と
の
間
で
、
本
件
株
式

売
却
契
約
を
締
結
し
た
。
な
お
、
Ｘ
社
の
平
成
二
六
年
三
月
期
の
貸
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借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
に
は
、
五
億
五
四
七
六
万
六
〇
六
七
円
が

計
上
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
七
年
七
月
一
日
の
更
生
請
求
の
際
に
、

右
純
資
産
の
部
の
額
は
二
億
九
九
二
八
万
一
〇
一
六
円
に
訂
正
さ
れ

て
い
る
（
な
お
、
右
更
生
請
求
の
際
に
提
出
さ
れ
た
平
成
二
六
年
三

月
期
の
決
算
報
告
書
に
お
い
て
は
営
業
外
損
失
と
し
て
約
三
一
〇
〇

万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
う
ち
の
二
六
〇
〇
万
円
は
本
件
株

式
の
売
却
損
で
あ
る
）。

　

本
件
訴
訟
に
至
る
経
緯
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
Ａ
組
合
は
、
平
成

二
六
年
一
二
月
二
二
日
、
株
式
会
社
Ｅ
に
Ｘ
社
株
式
全
部
を
二
億
円

で
譲
渡
し
た
（
前
記
の
よ
う
に
Ｙ2

、
Ｙ3

、
Ｙ4

は
、
同
日
、
役
員
を
退

任
し
て
い
る
）。
Ｅ
社
は
、
平
成
二
七
年
三
月
二
四
日
、
株
式
会
社

Ｆ
に
Ｘ
社
株
式
全
部
を
一
万
円
で
譲
渡
し
た
（
前
記
の
よ
う
に
、
Ｙ1

は
同
年
九
月
二
五
日
に
役
員
を
退
任
し
て
い
る
）。
平
成
二
九
年
九

月
七
日
、
Ｘ
社
は
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

原
判
決
（
東
京
地
判
平
成
三
一
年
三
月
二
二
日
金
融
・
商
事
判
例

一
六
一
三
号
四
四
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
七
四
号
二
四
九
頁
）
が

Ｘ
社
の
請
求
を
棄
却
し
た
の
で
、
Ｘ
社
は
請
求
の
認
容
を
求
め
て
控

訴
し
た
。

〔
判　

旨
〕

　

控
訴
棄
却
（
確
定
）

　
「
会
社
と
役
員
と
の
関
係
は
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
と
さ
れ

（
会
社
法
三
三
〇
条
）、
受
任
者
で
あ
る
取
締
役
が
委
任
者
で
あ
る
会

社
に
対
し
、
委
任
の
本
旨
に
従
っ
て
善
管
注
意
義
務
を
負
う
と
さ
れ

て
い
る
（
民
法
六
四
四
条
）。
株
式
の
全
部
を
一
人
の
株
主
が
保
有

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
会
社
の
利
益
は
実
質
的
に
は
当
該
株
主
の

利
益
と
い
え
る
か
ら
、
委
任
の
本
旨
に
従
っ
た
善
管
注
意
義
務
と
は

当
該
株
主
の
利
益
の
最
大
化
を
図
る
義
務
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
会
社
と
一
人
株
主
の
利
益
が
実
質
的
に
共

通
す
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
一
人
株
主
が
業
務
執
行
に
つ
い
て
意
思

決
定
し
た
場
合
、
当
該
業
務
の
執
行
に
伴
う
損
害
を
許
容
し
て
い
る

と
い
え
る
。
他
方
、
株
式
の
全
部
を
一
人
の
株
主
が
保
有
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
取
締
役
は
、
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
わ
な
け
れ

ば
解
任
さ
れ
る
危
険
を
負
う
一
方
で
、
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に

従
っ
て
も
善
管
注
意
義
務
違
反
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
危
険
を
負
う

こ
と
と
な
れ
ば
、
進
退
窮
ま
る
事
態
と
な
り
、
取
締
役
の
保
護
に
欠

く
。
た
だ
、
例
外
的
に
、
法
令
及
び
定
款
に
違
反
し
て
株
主
の
利
益

を
最
大
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
会
社
が
債
務
超
過
に
あ

る
場
合
に
は
、
株
主
は
有
限
責
任
し
か
負
わ
ず
、
会
社
債
権
者
の
担

保
と
な
る
の
は
会
社
財
産
の
み
で
あ
っ
て
、
一
人
株
主
と
い
え
ど
も
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会
社
債
権
者
を
害
し
て
ま
で
会
社
財
産
を
自
由
に
処
分
で
き
る
と
解

す
る
の
は
相
当
で
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
場
合
、
取
締
役
に
は
、
一

人
株
主
の
決
定
し
た
業
務
が
法
令
及
び
定
款
に
違
反
す
る
こ
と
や
会

社
を
害
す
る
こ
と
を
一
人
株
主
に
通
知
し
、
業
務
遂
行
の
指
示
の
変

更
を
求
め
る
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
、
業
務
執

行
の
決
定
権
限
が
取
締
役
会
に
帰
属
し
（
会
社
法
三
六
二
条
二
項
一

号
）、
業
務
執
行
の
決
定
に
つ
い
て
株
主
総
会
決
議
が
で
き
る
旨
の

定
款
の
定
め
が
な
い
場
合
、
株
主
総
会
に
は
決
議
す
る
権
限
が
な
い

た
め
（
会
社
法
二
九
五
条
二
項
）、
取
締
役
が
株
主
総
会
決
議
遵
守

義
務
（
会
社
法
三
五
五
条
）
を
負
わ
な
く
と
も
、
一
人
株
主
の
業
務

執
行
の
意
思
決
定
は
、
そ
の
決
定
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
が
委
任
の

本
旨
と
い
え
る
か
ら
、
一
人
株
主
の
業
務
執
行
の
意
思
決
定
が
あ
っ

た
場
合
の
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
の
水
準
は
、
そ
の
業
務
が
法
令

定
款
に
違
反
す
る
、
又
は
、
会
社
が
債
務
超
過
状
態
に
あ
る
な
ど
の

特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
同
意
思
決
定
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
と
な

る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た

取
締
役
に
任
務
懈
怠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。」

　
「
以
上
を
本
件
株
式
取
得
契
約
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
株
式
取

得
契
約
は
、
Ａ
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
で
あ
る
Ｃ
社
の
投
資
委
員

会
に
お
い
て
締
結
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
委
員

会
の
構
成
員
に
Ｃ
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ｄ
が
含
ま
れ
、
こ
れ
に

基
づ
き
Ｃ
社
の
取
締
役
及
び
Ａ
組
合
の
業
務
執
行
を
担
う
Ｙ2

の
指
示

が
あ
っ
た
ほ
か
、
Ｘ
社
取
締
役
会
の
決
議
が
さ
れ
、
Ｃ
社
の
代
表
取

締
役
の
一
人
で
あ
る
Ｙ4

の
同
意
を
踏
ま
え
て
、
Ｘ
社
と
Ａ
組
合
と
の

間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
…
…
）
か
ら
す
る
と
、
Ｘ
社
の
一
人

株
主
で
あ
る
Ａ
組
合
の
意
思
決
定
に
従
っ
て
締
結
さ
れ
た
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
前
記
特
段
の
事
情
の
有
無
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
株
式

取
得
契
約
が
法
令
定
款
に
違
反
す
る
と
い
え
る
事
情
は
見
当
た
ら
ず
、

本
件
株
式
取
得
契
約
直
近
の
事
業
年
度
で
あ
る
平
成
二
五
年
三
月
期

及
び
当
該
事
業
年
度
で
あ
る
平
成
二
六
年
三
月
期
の
貸
借
対
照
表

（
過
年
度
修
正
前
後
を
含
む
。）
上
、
Ｘ
社
が
債
務
超
過
で
は
な
い
こ

と
（
…
…
）
か
ら
す
る
と
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
他

に
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
も
な
い
。

　

さ
ら
に
、
本
件
株
式
売
却
契
約
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ｃ
社
の
代
表

取
締
役
で
あ
る
Ｄ
が
参
加
す
る
チ
ー
ム
会
議
で
売
却
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
、
そ
の
決
定
に
基
づ
い
て
Ｙ2

の
指
示
に
よ
り
締
結
さ
れ
、
Ｙ4

も
こ
れ
に
同
意
し
た
こ
と
（
…
…
）
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ａ
組
合

の
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

前
記
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
本
件
株
式
取
得
契

約
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
他
に
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
も

な
い
。」
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「
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
株
式
の
取
得
及
び
売
却
に
つ
い
て
、
Ａ

組
合
の
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

Ｙ1

ら
に
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
Ｙ1

ら
の
任
務
懈
怠
を
前

提
と
す
る
Ｙ4

に
も
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。」

　
「
Ｘ
社
は
、
株
主
が
事
前
に
包
括
的
に
将
来
発
生
す
る
任
務
懈
怠

責
任
を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
現
在
の
Ｘ
社
の
株
主
は
同
意

し
た
株
主
で
は
な
い
、
Ｙ2

が
本
件
株
式
売
却
契
約
の
代
金
を
決
定
し

た
の
で
あ
り
、
裁
量
の
余
地
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
一
人
株
主
の
意
向

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
は
本
件
に
存
在
し
な
い
な
ど
と
主

張
す
る
。

　

し
か
し
、
一
人
株
主
が
業
務
に
つ
い
て
意
思
決
定
し
た
場
合
に
は
、

善
管
注
意
義
務
の
水
準
が
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
株
主
の
意

思
決
定
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
と
な
る
に
す
ぎ
ず
、
任
務
懈
怠
責
任
を

免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
Ｘ
社
の
株
主
は
、
Ｘ
社

が
本
件
株
式
取
得
契
約
及
び
本
件
株
式
売
却
契
約
に
よ
り
、
現
金
五

二
五
〇
万
円
及
び
本
件
株
式
が
流
出
し
た
財
務
状
況
と
な
っ
た
後
に

Ｘ
社
株
式
を
取
得
し
た
の
で
あ
り
、
Ｙ1

ら
の
行
為
が
現
在
の
Ｘ
社
の

株
主
の
利
益
を
害
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
照
ら
す
と
、
現

在
の
Ｘ
社
の
株
主
が
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
は
前
記
判
断
を
左
右
す

る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
Ｙ2

は
、
Ｃ
社
の
投
資
委
員
会
及
び

チ
ー
ム
会
議
の
各
決
定
に
基
づ
い
て
指
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
キ
ー

パ
ー
ソ
ン
の
地
位
に
あ
る
と
は
い
え
従
業
員
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
照

ら
す
と
、
裁
量
の
余
地
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
Ｃ
社
の
従
業
員
と
し

て
、
Ａ
組
合
の
利
益
を
図
る
た
め
に
本
件
株
式
の
取
得
及
び
売
却
を

し
て
も
、
前
記
特
段
の
事
情
の
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
取
締
役
に

任
務
懈
怠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。」

　
「
Ｘ
社
は
、
当
審
に
お
い
て
、
近
い
将
来
に
債
務
超
過
状
態
に
陥

る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
も
、
会
社
債
権
者
が
害
さ
れ
る
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
主

張
す
る
。

　

し
か
し
、
業
務
執
行
が
さ
れ
た
時
点
で
債
務
超
過
状
態
に
な
っ
て

い
る
の
で
な
い
場
合
、
当
該
業
務
執
行
に
よ
り
債
権
者
が
害
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
Ｘ
社
の
主
張
は
そ
の
前
提
を
欠

く
。

　

ま
た
、
前
記
認
定
事
実
…
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
社
の
純
資
産
は
、
平
成

二
五
年
三
月
期
で
三
億
六
四
〇
五
万
七
八
〇
五
円
、
平
成
二
六
年
三

月
期
で
二
億
九
九
二
八
万
一
〇
一
六
円
あ
っ
た
し
、
営
業
損
益
を
み

て
も
、
平
成
二
五
年
三
月
期
に
は
約
五
八
〇
〇
万
円
の
営
業
損
失
が

計
上
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
平
成
二
六
年
三
月
期
に
は
わ
ず
か
約

六
万
四
〇
〇
〇
円
と
は
い
え
営
業
利
益
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
営
業

外
損
失
も
、
平
成
二
五
年
三
月
期
に
は
数
十
万
円
し
か
計
上
さ
れ
て
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お
ら
ず
、
平
成
二
六
年
三
月
期
に
は
約
三
一
〇
〇
万
円
計
上
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
う
ち
の
二
六
〇
〇
万
円
は
本
件
株
式
の
売
却
損

で
あ
り
、
次
年
度
以
降
も
相
当
額
の
営
業
外
損
失
が
生
じ
る
可
能
性

が
高
い
状
況
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
本
件
株
式
取
得
契
約
及
び
本
件
株
式
売
却
契
約
が
さ
れ
た

時
点
に
お
い
て
、
近
い
将
来
に
債
務
超
過
状
態
に
陥
る
蓋
然
性
が
高

か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、
Ｘ
社
は
、
Ｘ
社
が
金
融
機
関
や
子

会
社
か
ら
借
入
れ
を
し
た
こ
と
も
指
摘
す
る
が
、
借
入
れ
を
す
る
会

社
は
経
営
が
順
調
で
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
か
ら
、

上
記
判
断
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｘ
社
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。」

〔
研　

究
〕

一
、
本
判
決
の
論
理
と
問
題
点

　

Ｘ
社
は
、
本
件
株
式
を
五
二
五
〇
万
円
で
取
得
し
、
そ
の
五
か
月

余
り
後
に
二
六
五
〇
万
円
で
売
却
し
た
。
そ
し
て
、
詳
細
な
事
情
は

不
明
で
あ
る
が
、
右
売
却
か
ら
三
年
九
か
月
余
り
後
に
、
同
社
は
、

Ｙ1

ら
に
対
し
て
本
件
株
式
の
取
得
・
売
却
に
は
任
務
懈
怠
が
あ
る
と

し
て
損
害
賠
償
（
額
は
、
右
取
得
と
売
却
の
差
額
で
は
な
く
、
五
二

五
〇
万
円
）
を
請
求
す
る
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。
本
判
決
（
原
判

決
の
大
半
を
引
用
し
て
い
る
）
は
、
本
件
株
式
の
取
得
（
額
）・
売

却
（
額
）
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
検
討
せ
ず
（
し
た
が
っ
て
、
本
件

株
式
の
取
得
・
売
却
に
伴
う
Ｘ
社
の
損
害
も
検
討
し
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
本
件
株
式
の
取
得
・
売
却
は
短
期
間
で
行
わ
れ
て
い
る

の
で
、
取
得
額
と
売
却
額
と
の
差
額
で
あ
る
売
却
損
二
六
〇
〇
万
円

が
損
害
額
と
一
応
推
定
さ
れ
よ
う
）、
一
人
株
主
の
指
示
に
従
っ
た

業
務
執
行
で
あ
る
か
ら
任
務
懈
怠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
（
以
下
で

は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
を
一
人
株
主
法
理
と
呼
ぶ
）、
と
判
示
す
る
。

　

本
判
決
の
説
く
一
人
株
主
法
理
は
分
か
り
難
い
。
株
主
利
益
最
大

化
原
則
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
一
人
株
主
法
理
で
は
一
人
株
主
の
意

思
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
。
株
主
の
た
め
の
利
益
最
大
化
と
い
う

指
針
が
、
実
質
的
に
は
業
務
執
行
の
決
定
方
法
と
い
う
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
問
題
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
（
業
務
執
行
権
限
は
取
締
役
会
に
属

す
る
〔
会
三
六
二
条
二
項
一
号
〕。
株
主
総
会
に
業
務
執
行
権
限
は

属
さ
な
い
が
、
定
款
に
定
め
た
事
項
は
決
議
で
き
る
〔
会
二
九
五
条

二
項
〕。
一
人
株
主
法
理
だ
と
、
一
人
株
主
が
実
質
的
に
業
務
執
行

を
決
定
し
う
る
こ
と
に
な
る
）。
論
理
の
主
意
は
、
任
務
懈
怠
に
な

ら
な
い
と
す
る
点
に
あ
ろ
う
が
、
一
人
株
主
の
意
思
に
従
う
業
務
執

行
の
任
務
懈
怠
性
を
否
定
す
る
本
判
決
の
説
明
は
、
相
互
に
整
合
的

で
は
な
い
理
由
が
並
列
さ
れ
て
お
り
釈
然
と
し
な
い
（
二
、
三
）。

理
由
の
一
環
と
し
て
、「
会
社
と
一
人
株
主
の
利
益
が
実
質
的
に
共

通
す
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
一
人
株
主
が
業
務
執
行
に
つ
い
て
意
思
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決
定
し
た
場
合
、
当
該
業
務
の
執
行
に
伴
う
損
害
を
許
容
し
て
い
る

と
い
え
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、

論
理
的
に
整
理
す
れ
ば
、
一
人
株
主
法
理
の
真
意
は
こ
の
点
に
あ
る

と
解
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
損
害
許
容

の
意
味
が
問
題
と
な
る
（
四
）。
ま
た
、
本
判
決
は
「
現
在
の
Ｘ
社

の
株
主
は
、
Ｘ
社
が
本
件
株
式
取
得
契
約
及
び
本
件
株
式
売
却
契
約

に
よ
り
、
現
金
五
二
五
〇
万
円
及
び
本
件
株
式
が
流
出
し
た
財
務
状

況
と
な
っ
た
後
に
Ｘ
社
株
式
を
取
得
し
た
の
で
あ
り
、
Ｙ1

ら
の
行
為

が
現
在
の
Ｘ
社
の
株
主
の
利
益
を
害
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と

判
示
し
て
い
る
。
本
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
一
人
会
社
に
お
い
て
は

会
社
と
株
主
の
利
益
が
実
質
的
に
共
通
す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、

Ｘ
社
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｆ
社
が
不
当

な
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
も
本
判
決
の
結
論
に
影
響

を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
五
）。
以
下
、
順
に
検
討
す
る
。

二
、
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
業
務
執
行
の
任
務
懈
怠
性

（
一
人
株
主
法
理
）

　

本
判
決
は
、「
一
人
株
主
の
業
務
執
行
の
意
思
決
定
は
、
そ
の
決

定
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
が
委
任
の
本
旨
と
い
え
る
か
ら
、
一
人
株

主
の
業
務
執
行
の
意
思
決
定
が
あ
っ
た
場
合
の
取
締
役
の
善
管
注
意

義
務
の
水
準
は
、
…
…
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
同
意
思
決
定
を

尊
重
す
べ
き
こ
と
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
一
人
株
主

の
意
思
決
定
に
従
っ
た
取
締
役
に
任
務
懈
怠
が
あ
る
と
は
い
え
な

い
。」
と
判
示
す
る
。
経
営
判
断
の
裁
量
（
善
管
注
意
義
務
）
の
範

囲
内
の
業
務
執
行
で
あ
れ
ば
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
う
こ
と
に

問
題
は
な
い
か
ら
、
一
人
株
主
法
理
は
、
経
営
判
断
の
裁
量
を
逸
脱

す
る
業
務
執
行
（
善
管
注
意
義
務
違
反
行
為
）
と
な
る
が
一
人
株
主

の
意
思
決
定
に
従
っ
て
行
っ
た
場
合
に
は
取
締
役
に
任
務
懈
怠
は
な

い
と
解
す
る
点
に
特
徴
を
有
す
る
法
理
と
な
る
（
法
令
違
反
行
為
お

よ
び
債
務
超
過
の
場
合
は
別
途
考
慮
す
る
と
さ
れ
る
）。

　
「
尊
重
す
べ
き
こ
と
と
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
上
述
の
よ

う
な
意
味
の
一
人
株
主
法
理
に
お
い
て
は
、
裁
量
逸
脱
行
為
（
善
管

注
意
義
務
違
反
行
為
）
に
な
る
の
で
、
一
人
株
主
が
意
思
決
定
し
て

も
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
ず
、

ま
た
、
会
社
法
上
の
機
関
権
限
分
配
に
実
質
的
に
抵
触
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
取
締
役
は
株
主
総
会
の
〔
権
限
内

の
〕
有
効
な
決
議
に
対
し
て
は
遵
守
義
務
を
負
う
〔
会
三
五
五
条
〕。

株
主
の
責
任
に
つ
き
後
述
〔
四
〕
参
照
）。
そ
こ
で
、「
一
人
株
主
の

意
思
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
解
任
さ
れ
る
危
険
を
負
う
」
と
い
う
レ

ベ
ル
で
把
握
し
、「
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
て
も
善
管
注
意

義
務
違
反
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
危
険
を
負
う
こ
と
と
な
れ
ば
、
進

退
窮
ま
る
事
態
と
な
り
、
取
締
役
の
保
護
に
欠
く
」
か
ら
、
任
務
懈
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怠
に
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

で
は
一
人
株
主
法
理
は
取
締
役
保
護
の
法
理
で
あ
り
、
一
人
会
社
で

だ
け
で
な
く
支
配
株
主
が
存
す
る
会
社
で
の
取
締
役
保
護
法
理
と
も

な
り
う
る
。
支
配
株
主
の
指
示
と
い
え
ど
も
そ
れ
に
従
っ
た
業
務
執

行
が
裁
量
逸
脱
行
為
（
善
管
注
意
義
務
違
反
行
為
）
に
な
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
指
摘
し
、
指
示
の
変
更
を
求
め
る
義
務
を
取
締
役
は

負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
た
と
え
支
配
株
主
の
指
示
あ

る
い
は
有
効
な
株
主
総
会
決
議
〔
総
株
主
の
同
意
に
よ
る
場
合
を
除

く
。
後
述
〔
四
〕
参
照
〕
に
従
っ
て
な
し
た
と
い
え
ど
も
、
善
管
注

意
義
務
違
反
行
為
に
よ
り
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
少
数

株
主
は
株
主
代
表
訴
訟
に
よ
っ
て
当
該
行
為
を
行
っ
た
取
締
役
の
責

任
を
追
及
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
多
数
株
主
の
指
示
に
従
う
と
任
務

懈
怠
責
任
を
負
わ
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
会
社
法
四
二
四

条
の
規
制
は
容
易
に
脱
法
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
）。
取
締
役

が
進
退
窮
ま
る
か
ら
任
務
懈
怠
に
な
ら
な
い
と
い
う
説
明
は
倒
立
し

て
お
り
（
菊
田
秀
雄
「
原
判
決
批
評
」
新
・
判
例
解
説W

atch

〔
二
〇
二
一
年
四
月
〕
一
七
三
頁
も
、「
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
リ
ス

ク
を
負
う
こ
と
が
、
株
主
の
指
図
に
従
う
理
由
に
な
る
か
ど
う
か
も

疑
問
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
）、
一
人
株
主
の
指
示
に
従
っ
た
業
務
執

行
が
任
務
懈
怠
に
は
な
ら
な
い
論
理
的
理
由
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
、
本
判
決
は
こ
の
説
明
に
成
功
し
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
一
人
株
主
法
理
で
は
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
（
法

令
・
定
款
違
反
行
為
に
な
る
場
合
や
、
会
社
が
債
務
超
過
に
あ
る
場

合
）
に
は
、
任
務
懈
怠
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
特
段
の
事

情
の
有
無
は
明
白
で
は
な
い
場
合
も
多
い
と
思
わ
れ
る
（
善
管
注
意

義
務
を
判
断
基
準
と
す
る
構
成
と
は
異
な
る
）。

　

以
上
か
ら
、
任
務
懈
怠
性
の
否
定
を
理
論
の
柱
と
す
る
趣
旨
な
ら

ば
、
一
人
株
主
法
理
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
一

人
会
社
法
理
に
よ
っ
て
Ｙ1

ら
の
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
る
。

　

な
お
、
本
判
決
が
用
い
る
「
善
管
注
意
義
務
の
水
準
」
と
い
う
表

現
は
、
委
任
の
本
旨
（
委
任
事
務
の
範
囲
）
と
相
ま
っ
た
善
管
注
意

義
務
の
内
容
（
つ
ま
り
、
委
任
事
務
の
内
容
）
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
（
菊
田
・
前
掲
一
七
三
頁
、
熊
代
拓
馬
「
原
判
決
批
評
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
一
号
〔
二
〇
二
一
年
〕
一
一
七
頁
）。
善
管
注

意
義
務
は
注
意
義
務
の
基
準
を
意
味
す
る
の
で
、「
水
準
」
と
表
現

す
る
と
注
意
義
務
の
程
度
が
こ
の
場
合
に
は
引
き
下
げ
ら
れ
る
（
そ

の
結
果
、
任
務
懈
怠
に
な
ら
な
い
）
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

（
後
述
〔
三
〕
の
よ
う
に
、
会
社
役
員
に
関
す
る
善
管
注
意
義
務
の

規
定
は
強
行
規
定
で
あ
る
）。
一
人
株
主
法
理
に
よ
っ
て
も
、
指
示

さ
れ
た
業
務
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
（
場
合
に
よ
っ
て
は
指
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示
の
変
更
を
求
め
る
義
務
が
生
じ
よ
う
）
や
そ
の
執
行
に
は
善
管
注

意
義
務
を
果
た
す
必
要
が
あ
ろ
う
（
そ
の
結
果
、
善
管
注
意
義
務
違

反
と
し
て
任
務
懈
怠
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
）。
本
判
決
の
一

人
株
主
法
理
は
、
任
務
懈
怠
と
善
管
注
意
義
務
の
関
係
に
つ
き
な
す

べ
き
説
明
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三�

、
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
業
務
執
行
の
任
務
懈
怠
性
と

従
来
の
裁
判
例

　

一
人
株
主
が
経
営
全
般
を
掌
握
し
て
い
た
会
社
が
名
目
的
取
締
役

の
責
任
を
追
及
し
た
事
例
（
責
任
原
因
と
さ
れ
た
行
為
の
後
に
、
当

該
会
社
の
全
株
式
は
譲
渡
さ
れ
第
三
者
が
一
人
株
主
に
な
っ
て
い

る
）
に
つ
き
、
東
京
高
判
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
判
例
時
報
一
八

四
三
号
一
五
〇
頁
は
、「
被
控
訴
人
Ｇ
及
び
同
Ｈ
は
、
一
人
株
主
と

の
事
実
上
の
合
意
、
了
解
の
下
に
、
取
締
役
と
し
て
の
職
務
、
と
り

わ
け
経
理
、
会
計
事
務
に
は
全
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
取
締
役
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
や

監
視
監
督
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
会

社
の
債
権
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
や
責
任
に
つ
い
て
は

と
も
か
く
、
会
社
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
善
管
注
意
義
務
や

監
視
監
督
義
務
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。」
と
す
る
（
責
任
否
定
）。
こ
の
東
京
高
判
は
、
本
件
と
異
な
り
、

名
目
的
取
締
役
の
責
任
追
及
事
例
で
あ
り
、
包
括
的
に
善
管
注
意
義

務
・
監
視
義
務
を
一
人
株
主
が
事
前
免
除
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
の
規
定
は
強
行
法

規
だ
と
解
さ
れ
て
き
て
お
り
（
通
説
。
近
藤
光
男
『
会
社
法
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
7
』〔
二
〇
一
三
年
〕
四
二
六
頁
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式

会
社
法
第
8
版
』〔
二
〇
二
一
年
〕
四
五
〇
頁
）、
右
東
京
高
判
の
論

理
は
ま
さ
に
こ
の
点
か
ら
強
く
批
判
さ
れ
て
い
る
（
高
橋
英
治
・
商

事
法
務
一
七
九
四
号
〔
二
〇
〇
七
年
〕
五
五
頁
ほ
か
右
東
京
高
判
に

対
す
る
判
例
批
評
参
照
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
七
月
一
八
日
判
例
タ
イ

ム
ズ
一
二
九
〇
号
二
〇
〇
頁
（
豊
島
園
事
件
）
は
、「
一
人
会
社
で

あ
ろ
う
と
、
会
社
と
株
主
と
は
別
個
の
法
人
格
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
、
権
利
、
義
務
の
関
係
が
発
生
す
る
の

は
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
事
由
が
な
け
れ
ば
権
利
、
義

務
は
消
滅
し
な
い
。
被
告
の
上
記
主
張
〔
一
人
株
主
で
あ
る
代
表
取

締
役
と
会
社
と
の
間
に
は
利
害
対
立
関
係
が
な
い
か
ら
善
管
注
意
義

務
違
反
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
の
主
張
―
筆
者
注
〕
は
、
一
人
株
主

で
あ
る
取
締
役
に
は
、
そ
も
そ
も
会
社
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務

（
忠
実
義
務
）
が
な
い
と
い
う
の
と
同
断
で
あ
り
、
上
記
主
張
を
採

用
す
れ
ば
、
一
人
株
主
で
あ
る
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
が
そ

も
そ
も
観
念
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
善
管
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注
意
義
務
（
忠
実
義
務
）
の
強
行
法
規
性
に
反
し
、
こ
の
よ
う
な
主

張
は
、
到
底
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
し
、
善
管
注
意
義

務
違
反
に
よ
る
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
を
認
め
て
い
る
。
こ

の
東
京
地
判
は
、
本
件
と
異
な
り
、
責
任
を
追
及
さ
れ
た
取
締
役
が

一
人
株
主
で
あ
っ
た
事
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
代
表
取
締
役
が
一
人

株
主
で
あ
る
場
合
に
は
善
管
注
意
義
務
違
反
の
問
題
は
生
じ
な
い
と

い
う
被
告
の
主
張
を
退
け
た
点
に
つ
い
て
は
、
支
持
す
る
見
解
が
多

い
（
鈴
木
千
佳
子
・
法
学
研
究
八
三
巻
八
号
〔
二
〇
一
〇
年
〕
一
六

三
頁
ほ
か
平
成
二
〇
年
東
京
地
判
に
対
す
る
判
例
批
評
参
照
）。

　

右
東
京
地
判
で
は
取
締
役
の
責
任
が
認
め
ら
れ
、
本
判
決
で
は
否

定
さ
れ
て
い
る
。
右
東
京
地
判
は
、
会
社
の
財
務
状
況
が
極
め
て
逼

迫
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
株
主
で
あ
る
代
表
取
締
役
が
、

会
社
が
負
担
す
る
理
由
が
な
い
支
払
を
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
（
顧
問
と
し
て
の
業
務
を
行
っ
て
い

な
い
者
へ
の
顧
問
料
の
支
払
や
従
業
員
と
し
て
の
勤
務
実
態
が
な
い

者
へ
の
賃
金
の
支
払
な
ど
）。
経
営
判
断
に
お
い
て
裁
量
権
を
逸
脱

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
で
は
、
企
業
グ
ル
ー

プ
の
運
営
に
つ
き
投
資
委
員
会
等
に
お
い
て
検
討
し
決
定
さ
れ
た
方

針
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
株
式
取
得
と
売
却
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
実
関
係
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
六
一
年
一
〇
月
三
〇
日
判

例
タ
イ
ム
ズ
六
五
四
号
二
三
一
頁
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
（
Ｉ
社
グ

ル
ー
プ
）
の
実
質
上
の
オ
ー
ナ
ー
（
Ｊ
）
の
指
示
に
従
っ
て
な
し
た

行
為
に
つ
き
、
取
締
役
が
任
務
懈
怠
責
任
を
追
及
さ
れ
た
（
Ｊ
に
よ

る
株
主
代
表
訴
訟
）
事
例
に
つ
き
、「
本
件
免
除
は
そ
の
対
象
と
な

る
Ｋ
〔
Ｌ
社
代
表
取
締
役
〕
の
連
帯
保
証
が
Ｉ
社
グ
ル
ー
プ
の
慣
行

及
び
グ
ル
ー
プ
各
社
の
実
質
上
の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
原
告
〔
Ｊ
〕
の

意
向
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
ら
は
原
告
の
指
示
に
従
つ
て
こ

れ
を
免
除
し
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
右
の
Ｌ
社
の
経
営
の
状
況
を
合

わ
せ
考
え
れ
ば
、
被
告
ら
が
本
件
免
除
を
決
定
、
実
行
し
た
こ
と
が

当
時
の
諸
般
の
事
情
か
ら
し
て
直
ち
に
経
営
者
の
判
断
と
し
て
明
ら

か
に
不
合
理
で
あ
つ
た
と
は
い
え
な
い
。」
と
す
る
。
実
質
上
の

オ
ー
ナ
ー
の
指
示
を
も
含
め
て
諸
般
の
事
情
か
ら
当
該
行
為
に
任
務

懈
怠
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
本
件
も
、
一
人
株
主
で
あ
る
Ａ
組

合
の
業
務
を
遂
行
す
る
Ｃ
社
の
代
表
取
締
役
の
一
人
が
Ｙ4

で
あ
り
、

Ｙ2

お
よ
び
Ｙ3

は
同
社
の
投
資
委
員
会
の
委
員
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
Ｙ2

、

Ｙ3

お
よ
び
Ｙ4

は
Ｂ
社
の
役
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
総
合

的
に
考
慮
す
る
と
、
経
営
判
断
に
善
管
注
意
義
務
違
反
は
な
か
っ
た

と
判
断
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
本
件
株
式
の
取
得
・
売
却
に

つ
き
、
前
提
事
実
の
認
識
に
不
注
意
な
誤
り
は
な
く
、
そ
の
決
定
過

程
お
よ
び
内
容
は
著
し
く
不
合
理
と
は
い
え
な
い
）。
も
っ
と
も
、

本
判
決
は
、
前
述
の
よ
う
に
本
件
株
式
の
取
得
・
売
却
に
関
し
て
そ
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の
内
容
の
合
理
性
に
つ
い
て
明
示
的
な
検
討
を
な
し
て
い
な
い
の
で

（
本
判
決
に
よ
る
と
、
た
と
え
任
務
懈
怠
に
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も

一
人
株
主
法
理
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
任
務
懈
怠
に
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。
対
象
行
為
の
任
務
懈
怠
性
を
判
断
す
る
必
要
が
な

い
）、
こ
の
点
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

四
、
損
害
の
許
容

　

本
判
決
は
、
Ｘ
社
の
取
締
役
に
任
務
懈
怠
が
な
い
と
の
判
断
の
理

由
の
一
環
と
し
て
、「
会
社
と
一
人
株
主
の
利
益
が
実
質
的
に
共
通

す
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
一
人
株
主
が
業
務
執
行
に
つ
い
て
意
思
決

定
し
た
場
合
、
当
該
業
務
の
執
行
に
伴
う
損
害
を
許
容
し
て
い
る
と

い
え
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
水
戸
地
裁
土
浦
支
判
平
成

二
九
年
七
月
一
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
五
〇
号
二
四
〇
頁
は
、
公

開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
で
あ
る
原
告
会
社
の
株
主
は
二
人
だ
け
で
、

一
方
が
実
質
的
経
営
者
で
他
方
が
被
告
（
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
が
、

実
質
的
経
営
者
と
経
営
方
針
等
を
巡
っ
て
意
見
が
対
立
す
る
よ
う
に

な
り
、
辞
任
。
そ
の
後
、
会
社
に
任
務
懈
怠
責
任
を
追
及
さ
れ
た
）

で
あ
り
、
原
告
会
社
に
お
い
て
株
主
総
会
や
取
締
役
会
が
開
催
さ
れ

た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
に
つ
き
、「
本
件
売
買
契
約
1
の

締
結
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
総
株
主
の
事

前
承
認
が
あ
る
以
上
、
も
は
や
株
主
の
委
任
を
受
け
た
取
締
役
で
構

成
さ
れ
る
取
締
役
会
で
の
慎
重
な
協
議
の
必
要
性
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
同
契
約
が
重
要
な
財
産
の
譲
受
け
に
当
た
る
か
否
か
を

判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
本
訴
被
告
が
忠
実
義
務
に
違
反
し
た
と
は

認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
判
断
は
、
事
後
的
に
総
株
主
の
同
意
が
あ
れ

ば
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
が
免
除
さ
れ
る

こ
と
（
会
社
法
四
二
四
条
）
に
整
合
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。」
と

判
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
事
後
に
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

が
、
な
ぜ
任
務
懈
怠
性
を
否
定
し
た
り
忠
実
義
務
違
反
に
な
ら
な
い

こ
と
と
整
合
的
な
の
か
は
理
解
し
難
い
。
任
務
懈
怠
が
な
け
れ
ば
そ

れ
に
よ
る
責
任
は
生
ぜ
ず
、
責
任
免
除
の
前
提
に
任
務
懈
怠
が
存
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
一
人
会
社
で
は
善
管
注

意
義
務
は
否
定
さ
れ
る
と
の
解
釈
に
は
疑
問
が
あ
る
。
Ｙ1

ら
の
責
任

の
否
定
と
い
う
結
論
の
根
拠
と
し
て
は
、
本
判
決
（
一
人
株
主
法

理
）
も
水
戸
地
裁
土
浦
支
判
も
、
右
任
務
懈
怠
や
善
管
注
意
義
務
違

反
が
あ
っ
て
も
、
当
該
行
為
の
取
締
役
の
責
任
を
株
主
全
員
が
免
除

し
た
（
会
四
二
四
条
）
旨
を
述
べ
た
と
解
す
る
方
が
理
解
し
や
す
い

（
同
旨
、
菊
田
・
前
掲
一
七
四
頁
）。
本
件
で
は
、
Ａ
組
合
が
一
人
株

主
で
あ
っ
た
時
期
の
Ｘ
社
も
、
一
人
株
主
で
あ
っ
た
Ａ
組
合
も
、
本

件
株
式
の
売
却
損
に
関
し
て
Ｙ1

ら
の
責
任
を
追
及
し
て
い
な
い
。
右

売
却
損
は
Ｘ
社
ひ
い
て
は
Ａ
組
合
が
負
担
す
る
意
思
が
あ
っ
た
と
推
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測
さ
れ
る
。
仮
に
右
売
却
損
が
Ｙ1

ら
の
任
務
懈
怠
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
人
株
主
に
よ
る
実
質
的
な
責
任
免
除
の
意
思

が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
よ
う
。
本
判
決
が
債
務
免
除
構
成
を
明
示

し
な
か
っ
た
の
は
、
Ｙ1

ら
は
、
本
件
株
式
の
取
得
・
売
却
に
は
合
理

性
が
あ
る
（
善
管
注
意
義
務
違
反
・
任
務
懈
怠
は
な
い
）
旨
な
ど
を

主
張
し
て
い
る
が
、
仮
に
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た
と
し
て
も
債
務
免
除

が
な
さ
れ
た
と
の
主
張
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
一
人
株
主
Ａ
組
合
の
意
思
の
法
的
解
釈
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
事
実
関
係
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、
仮
に
任
務
懈

怠
に
よ
る
損
害
が
会
社
に
生
じ
る
と
し
て
も
そ
れ
を
免
除
す
る
黙
示

の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
と
解
し
て
よ
い
と
考
え
る
（
飯
田
秀
総

「
前
掲
平
成
一
五
年
東
京
高
判
批
評
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
五
号

〔
二
〇
〇
六
年
〕
二
四
二
頁
参
照
）。

　

責
任
免
除
構
成
で
は
、
責
任
免
除
の
意
思
表
示
（
民
五
一
九
条
）

お
よ
び
免
除
の
制
限
が
検
討
課
題
と
な
る
。

　

前
者
に
つ
き
、
前
掲
平
成
二
〇
年
東
京
地
判
は
、「
総
株
主
の
同

意
が
あ
れ
ば
免
除
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
に
妨
げ
は
な
い
の
で
あ

り
、
一
人
会
社
の
場
合
に
、
免
除
の
意
思
表
示
を
客
観
的
に
明
ら
か

に
す
る
契
機
が
生
じ
に
く
い
こ
と
は
、
事
実
上
の
問
題
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
、
当
然
に
免
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。」
と
す
る
。
平

成
二
〇
年
東
京
地
判
は
一
人
株
主
が
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
の
で
、

免
除
の
明
示
の
意
思
表
示
が
な
い
限
り
、
免
除
の
意
思
表
示
と
評
価

し
う
る
一
人
株
主
と
し
て
の
行
為
は
見
出
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。
一

方
、
本
件
で
は
、
一
人
株
主
で
あ
る
Ａ
組
合
の
指
示
に
責
任
免
除
の

意
思
表
示
が
含
ま
れ
て
い
た
と
解
せ
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
は
個
別
の

指
示
に
責
任
免
除
の
意
思
が
伴
う
場
合
で
あ
り
、
事
前
の
包
括
的
免

除
で
は
な
い
（
通
説
に
よ
る
と
、
将
来
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
会
社
法

四
二
三
条
一
項
責
任
を
事
前
に
包
括
的
に
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
〔
中
村
信
男
『
論
点
体
系
会
社
法
〈
第
2
版
〉
3
』（
二
〇
二
一

年
）
五
三
〇
～
五
三
一
頁
〕）。

　

後
者
に
つ
き
、
本
判
決
は
、
会
社
が
債
務
超
過
状
態
に
あ
る
場
合

に
は
例
外
的
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
会
社
法
四

二
四
条
の
文
言
か
ら
は
免
除
に
制
限
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
責

任
免
除
構
成
を
採
る
と
、
本
判
決
の
右
制
約
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

は
同
条
の
解
釈
に
帰
す
る
。
会
社
債
権
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
免
除
は
で
き
な
い
と
の
制
限
解
釈
が
有
力
で
あ
る
（
中
村
・

前
掲
五
三
七
～
五
三
八
頁
。
一
方
、
浜
田
道
代
「
株
主
全
員
の
合
意

と
利
益
相
反
取
引
」
会
社
法
判
例
百
選
〔
第
2
版
〕〔
二
〇
一
一
年
〕

一
一
七
頁
は
、
総
株
主
の
同
意
に
よ
っ
て
取
締
役
の
責
任
を
免
除
し

た
場
合
に
は
、
会
社
債
権
者
は
株
主
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る

余
地
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
〔
菊
田
・
前
掲
一
七
四
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頁
、
内
藤
裕
貴
「
原
判
決
批
評
」
金
融
・
商
事
判
例
一
六
二
〇
号

（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
頁
も
参
照
〕）。
も
っ
と
も
、
本
件
で
は
、
本

件
株
式
取
得
・
売
却
時
点
に
お
い
て
相
応
の
純
資
産
が
確
認
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
制
約
に
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
。

五
、
信
義
則
違
反

　

以
上
の
検
討
の
よ
う
に
、
一
人
株
主
の
指
示
に
従
っ
た
業
務
執
行

に
任
務
懈
怠
は
な
い
と
い
う
論
理
（
一
人
株
主
法
理
）
に
は
疑
問
が

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
Ｙ1

ら
に
は
善
管
注
意
義
務
違
反
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
も
思
え
る
が
、
認
定
事
実
だ
け
で
は
断
定
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
、
た
と
え
Ｙ1

ら
に
任
務
懈
怠
責
任
が
生
じ
て
い
た
と
し
て

も
、
Ｘ
社
の
一
人
株
主
Ａ
組
合
は
当
該
責
任
を
免
除
し
た
と
解
さ
れ

る
の
で
、
本
判
決
の
結
論
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
本
判
決
の
結
論
の
妥
当
性
が
基
礎

づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
本
件
株
式
の
売
却
損
は
、
Ｅ
社
、
Ｆ
社
に
よ
る
Ｘ
社

全
株
式
の
取
得
価
格
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
（
本
判
決

は
「
現
在
の
Ｘ
社
の
株
主
は
、
Ｘ
社
が
本
件
株
式
取
得
契
約
及
び
本

件
株
式
売
却
契
約
に
よ
り
、
現
金
五
二
五
〇
万
円
及
び
本
件
株
式
が

流
出
し
た
財
務
状
況
と
な
っ
た
後
に
Ｘ
社
株
式
を
取
得
し
た
の
で
あ

り
、
Ｙ1

ら
の
行
為
が
現
在
の
Ｘ
社
の
株
主
の
利
益
を
害
す
る
も
の
と

は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
）。
反
面
、
売
却
損
は
Ａ
組
合
あ

る
い
は
Ｅ
社
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
本
判
決

が
述
べ
る
よ
う
に
一
人
会
社
に
お
い
て
は
会
社
と
株
主
の
利
益
が
実

質
的
に
共
通
す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
Ｘ
社
の
損
害
賠
償
請
求

が
認
容
さ
れ
る
と
Ｆ
社
は
不
当
な
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
Ｘ
社
（
一
人
株
主
Ｆ
社
）
に
よ
る
Ｙ1

ら
へ
の

任
務
懈
怠
責
任
の
追
及
は
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
主

張
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
平
成
一
五
年
東
京
高
判
に
対
す
る
判
例
批
評

と
し
て
、
西
川
昭
・
金
融
・
商
事
判
例
一
二
〇
五
号
〔
二
〇
〇
四

年
〕
六
八
頁
、
野
田
輝
久
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
八
八
号
〔
二
〇
〇

五
年
〕
一
〇
三
頁
、
高
橋
・
前
掲
五
六
頁
参
照
）。
Ｘ
社
株
式
譲
渡

時
の
詳
細
な
事
実
関
係
（
例
え
ば
、
Ｘ
社
の
平
成
二
六
年
三
月
期
決

算
書
に
お
い
て
営
業
外
損
失
に
本
件
株
式
の
売
却
損
が
計
上
さ
れ
た

の
は
、
更
生
請
求
の
際
な
の
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
）
が
認
定
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
も
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。
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